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坂 井 市 総 合 教 育 会 議 

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ８ 日 

総合政策部企画情報課 
 

第二次坂井市総合計画（案） 

■計画の構成と期間 

第二次坂井市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成し、具体的な取り組みに

あっては「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略という。）」に基づいて推

進していきます。 

「基本構想」は、坂井市が目指すべき将来像を明らかにするとともに、それを実現するた

めの施策の大綱を定めるもので、令和 2 年度を初年度とする令和 11 年度までの 10 年間を計

画期間とします。 

「基本計画」は、「基本構想」で定めた施策の大綱に基づき、その目標達成のために必要な

基本的施策の方向や大きな数値目標を総合的かつ計画的に定めるもので、令和 6 年度までの

5年間を前期とします。 

「総合戦略」は、「基本計画」で定めた基本的施策の方向や、その目標達成のために必要な

具体的な事業やＫＰＩ（重要業績評価指標）を定めるもので、令和 6 年度までの 5 年間を前

期とし、毎年検証を行い必要に応じて更新することを可能とします。 

また、総合計画は市の最上位計画であるため、各分野の個別計画は総合計画との整合を図

りながら策定します。 

第二次坂井市総合計画の構成 

 

 

 

 

 

R2 
2020 

R3 
2021 

R4 
2022 

R5 
2023 

R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

 

 

 

 

         

 

 

基本構想 

基本計画 

総合戦略 

目指すべき将来像 

基本的施策の方向性 

具体的な事業 

基本構想 １０年間 

前期基本計画 ５年間 後期基本計画 ５年間 

第二次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 

第三次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 
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■将来像 
 

輝く未来へ…みんなで創る希望のまち 

～ 子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して ～ 

  

坂井市総合計画で定めた将来像である「輝く未来へ…みんなで創る希望の都市
ま ち

 ～子ども

たちの夢を育む故郷
ふるさと

を目指して～」については、人口規模で福井県第２位の都市にふさわし

い魅力と活力を創造し、市民と行政の協働により、誇りと愛着をもって暮らせる故郷となる

ことを目指して、将来像として定めました。 

これまでの計画期間において、その実現に向けて各施策が実行されており、その成果は、

市民満足度調査において「坂井市の住みやすさについて」は、77.2％が「住みよい」と回答さ

れており、坂井市の「住みよさ」や「定住意向」については高い評価として表れています。ま

た、同調査における「これから進めていくまちづくりの方針」については、「市民と行政の協

働のまちづくり」が最も重要度が高くなっています。 

本格化する人口減少時代においても、市民が「住みよさ」を実感でき、持続可能なまちと

なるためには、行政だけでなく、市民をはじめ、まちづくりに関わる多様な主体がともに考

え、行動し、地域の価値を高めていくことが重要となります。 

今後も各施策を継続するとともに、本市がこれまでに進めてきた協働のまちづくりをさら

に発展させ、これからもまちづくりの基本は「ひと」であるという姿勢のもと、次世代を担

う子どもたちの夢を育み、すべての人が個性を発揮できるまちづくりを目指します。このよ

うなことから、第二次坂井市総合計画においても、これまでの将来像の理念を引き継ぎます。 

 

将来像の言葉に込められた意味 

「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」とは 

市民一人ひとりが輝く未来へ向かって、市民や行政、まちづくりに関わる多様な主体が協

働し、将来にわたって住みたい、住み続けたいと思える「坂井市」を目指すという意味を込

めています。 

 

「子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して」とは 

 将来を担う子どもたちが、夢を抱きながら自信を持って育っていける環境づくりに取り組

むことによって、自分たちも「この環境の中で子育てをしたい」という誇りと愛着をもてる

“ふるさと”を目指すという意味を込めています。 
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■基本的施策 

 

坂井市総合計画 基本的施策  テーマ 第二次坂井市総合計画 基本的施策 分野 

第１章 住民とともに育むまちづくり 

1-1 住民と行政の協働によるまちづくりの推進 

1-2 効率的な行財政運営の推進 

 

くらし 

第 1章 みんなで未来につなぐまちづくり 
1 誰もが暮らしやすい共生社会の推進 
2 多様な主体と連携した協働のまちづくりの推進 
3 国際・都市間交流の推進 
4 関係人口の拡大と住みよさの実感 
5 効率的な行財政運営の推進 

共生・協働 

第２章 多様な都市活動を支えるまちづくり 

2-1 適正な土地利用の誘導 

2-2 骨格的な道路ネットワークの形成 

2-3 広域ネットワークの形成 

2-4 情報ネットワーク社会の構築 

 第２章 互いに思いやり支え合うまちづくり 
1 地域福祉の充実 
2 児童福祉の充実 
3 高齢者福祉の充実 
4 障がい者福祉の充実 
5 健康づくりの推進 
6 地域医療体制の充実 
7 社会保障制度の適正運営 

福祉 

第３章 地域の活力を創造するまちづくり 
3-1 農業の振興      
3-2 林業の振興 
3-3 水産業の振興   
3-4 商業の振興 
3-5 工業の振興      
3-6 雇用の安定 
3-7 定住の促進 

 第３章 学ぶ意欲を支えるまちづくり 
1 学校教育の充実 
2 社会教育・生涯教育の充実 
3 歴史・文化・芸術の伝承と振興 
4 生涯スポーツの振興 

教育 

第４章 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり 
4-1 災害に強いまちづくりの推進 
4-2 安全・安心対策の充実 
4-3 快適な居住環境の創出 
4-4 身近な生活道路の整備 
4-5 上下水道の整備 
4-6 公園・緑地の整備 
4-7 公共交通網の整備・充実 

 第４章 自然と共生できるまちづくり 

1 自然環境の保全と共生 

2 循環型社会の構築 

3 生活環境の保全と充実 

4 美しい景観資源の活用 

環境 

第５章 美しい自然と共生するまちづくり 

5-1 自然環境の保全と共生 

5-2 循環型社会の構築 

5-3 公害対策の推進 

5-4 美しい風景づくりの形成 

 

しごと 

第５章 地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり 

1 農林水産業の振興     

2 商工業の振興  

3 観光の振興 

4 働く環境の充実 

 

産業 

第６章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 
6-1 地域福祉の充実 
6-2 児童福祉の充実 
6-3 高齢者福祉の充実 
6-4 障がい者福祉の充実 
6-5 健康づくりの推進 
6-6 地域医療体制の充実 
6-7 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険事業の適正運営 
6-8 安定した社会保障制度の確立 

 

まち 

第６章 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり 
1 災害に強いまちづくりの推進 
2 安全・安心対策の充実 
3 住環境の整備 
4 安定した水の供給と良好な水環境の維持 
5 暮らしを支える道路網の整備 
6 地域公共交通と広域ネットワーク拠点の充実 
7 情報ネットワーク社会の構築 

都市基盤 

第７章 生涯を通じて学び・育つまちづくり 
7-1 幼児教育の充実 
7-2 学校教育の充実 
7-3 社会教育・生涯教育の充実 
7-4 歴史・文化・芸術の伝承と振興 
7-5 生涯スポーツの振興 
 

第８章 地域全体でもてなすまちづくり 

8-1 観光資源の個性と魅力づくり 

8-2 国際交流・地域交流の推進 

 

 

施策の大綱の主な変更点 

（前回）総合計画 8 章 39 節 →（今回）第二次総合計画 6 章 31 節 

新たな視点や強化する点 

① 共生（多様性や外国人受け入れ） 

② 人口減少（少子高齢化）への対応 

集落機能の強化（自助・共助）、高齢者の移動支援、シビックプライドの醸成、関係人口の創出 

③ 想定外規模の災害への対応 

④ SDGs（17 の目標）の視点 



 

 

第二次坂井市総合計画・第二次坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略の全体像 

市の将来像「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち ～子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して～」 

人口ビジョン（改訂） 

 
 

中長期展望 

人口の現状 

●人口 

・ピーク：92,318人 

（2005年） 

・現 状：90,280人 

（2015年） 

●自然動態、社会動態 
・少子化、高齢化による自

然減、若者の転出超過に

よる社会減 

目指すべき人口の規模 

●出生数の増加 
・2030年：1.80 

・2060年：2.10 

●転出の抑制、転入の増加 
・これまでの趨勢が続く場

合の社会動態の推計（社

人研準拠方式）に対し、

年間 100人の押し上げ 

●将来人口 

・2030年：85,353人 

（15歳未満：13.5％、15～

64 歳：55.2％、65 歳以

上：31.3％） 

・2060年：72,388人 

（15歳未満：15.0％、15～

64 歳：52.0％、65 歳以

上：32.9％） 

急激な人口減少の影響 

●人口の見通し（社人研準

拠方式） 
・2030年：82,400人 

2060年：59,811人 

（Ｈ27年度推計時 

2030年：83,101人 

2060年：61,027人） 

●地域社会に及ぼす影響 

・児童・生徒数の減少、限

界集落の増加、医療・介

護従事者の不足、空き家

の増加、買物弱者の増加

など 

第二次坂井市総合計画 第二次総合戦略（2020～2024年度の５年間） 

 

基本計画 
（３７の基本施策） 

①誰もが暮らしやすい共生社会の推進 

②多様な主体と連携した協働のまち

づくりの推進 

③国際・都市間交流の推進 

④関係人口の拡大と住みよさの実感 

⑤効率的な行財政運営の推進 

①地域福祉の充実 

②児童福祉の充実 

③高齢者福祉の充実 

④障がい者福祉の充実 

⑤健康づくりの推進 

⑥地域医療体制の充実 

⑦社会保障制度の安定的な運営 

①学校教育の充実 

②社会教育・生涯学習の充実 

③歴史・文化・芸術の伝承と振興 

④生涯スポーツの振興 

①自然環境の保全と共生 

②循環型社会の構築 

③生活環境の保全と充実 

④美しい景観資源の活用 

①農林水産業の振興 

②商工業の振興 

③観光の振興 

④働く環境の充実 

①災害に強いまちづくりの推進 

②安全・安心対策の充実 

③住環境の整備 

④安定した水の供給と良好な水環境の

維持 

⑤暮らしを支える道路網の整備 

⑥地域公共交通と広域交通ネットワ

ーク拠点の充実 

⑦情報ネットワーク社会の構築 

 

基本目標 
（総合戦略） 
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①(1)誰もが生き生きと暮らせる社会づくりの推進/(2)あらゆる分野での男女共同参画とダイバーシ
ティ（多様性の尊重）の推進 

②(1)地域の特性を生かした協働のまちづくりの推進/(2)広報広聴など市民との対話の充実 

③(1)国際交流を通じたグローバル人材の育成と多文化共生意識の醸成/(2)都市間交流を通じた地域

の活性化とシビックプライドの醸成 

④(1)次世代の担い手育成と関係人口の拡大/(2)魅力ある地域づくりの推進/(3)住みよさを高める環

境の整備/(4)坂井市に住みたくなる魅力を全国に発信 

⑤(1)効率的な組織体制・人員配置の構築/(2)安定した財源確保と持続可能な財政運営/(3)公共施設の

適正なマネジメント 

 
①(1)安心して暮らせる地域福祉社会づくりの推進/(2)地域主体で取り組む地域福祉推進体制の充実

/(3)多機関の協働による包括的支援体制の構築 

②(1)幼児教育及び保育環境の充実/(2)安心できる子育て支援の充実/(3)子育て相談及び支援体制の充実 

③(1)身近で取り組みやすい介護予防の充実/(2)多様な主体との連携による包括的支援体制の充実

/(3)高齢者の居場所づくりと社会参加の推進 

④(1)障がいに対する理解促進と社会的障壁の解消/(2)障がいのある人が安心して暮らせる地域環境

の整備/(3)障がいのある人の就労の促進と社会参加への支援 

⑤(1)市民の主体的な健康づくりの推進/(2)生活習慣病の予防対策の推進/(3)母子の健康管理体制の

充実/(4)感染症予防の総合的な推進/(5)地域連携による食育の推進 

 
⑥(1)地域医療と救急体制の充実/(2)市立三国病院における医療体制の充実 

⑦(1)国民健康保険の安定的な運営/(2)後期高齢者医療の安定的な運営/(3)介護保険事業の充実/(4)国民年

金制度の周知啓発/(5)生活保護制度の適正実施/(6)生活困窮者自立支援制度の実施体制の充実 

①(1)教育内容の充実/(2)個に応じた学習支援の充実/(3)就学指導体制・教育相談体制の充実/(4)安全

な教育環境の整備/(5)安全で安心な学校給食の充実 

②(1)社会教育と地域づくりの活動の一体的な推進/(2)コミュニティセンターを拠点とした集い・学

び・結ぶ環境づくり/(3)地域で育て・見守り・支える青少年の育成/(4)図書館機能の充実 

③(1)文化財の保存と活用/(2)文化芸術活動の振興 

④(1)スポーツ・レクリエーションの振興推進/(2)トップアスリートの育成/(3)体育施設の効率的な管

理運営/(4)スポーツツーリズムの促進 

 
①(1)豊かな自然と共生する社会づくりの推進/(2)環境について自ら考え行動できる人づくりの推進

/(3)地球温暖化対策の推進 

②(1)ごみの減量化及び再資源化の推進/(2)不適正処理の防止 

③(1)公害防止対策の推進/(2)良好な生活環境の維持・保全 

④(1)ふるさとを感じられる景観の継承/(2)未来につながる美しい景観の創造 

①(1)持続可能な農林水産業の推進/(2)農地・森林の環境の保持/(3)安全・安心な地場産物の消費拡大
と付加価値向上/(4)農林水産物を活用した観光・交流の推進による地域振興 

②(1)商業経営の安定化と魅力ある地元商店街の形成/(2)地域に根差す産業の支援の充実/(3)企業誘
致の推進、新規産業の創出支援 

③(1)観光資源・地域資源の魅力向上と多様な観光ニーズへの対応/(2)広域交通網の活用推進/(3)イン
バウンドの受け入れ体制の整備/(4)観光情報の整理と効果的な発信/(5)観光地域づくりのための組
織形成と人材育成 

④(1)雇用・就労機会の確保と労働環境の充実/(2)多様な人材の確保や柔軟な働き方の実現 

①(1)治山・治水対策による災害の未然防止/(2)総合的かつ計画的な防災・減災対策の推進/(3)災害に強い市
民の育成と防災機能の強化/(4)地域コミュニティによる安全・安心の構築(5)国民保護対策の充実 

②(1)防犯対策の充実/(2)消費者の自立支援と被害の未然・拡大の防止/(3)交通事故による被害が少な
い環境の創出 

⑤(1)広域的な道路網の整備/(2)生活道路の計画的な整備/(3)地域ぐるみによる除雪体制の強化 

⑦(1)ＩＣＴによる行政サービスの向上と効率的な行政運営/(2)ＩＣＴを活用した利便性の高い生活
環境の実現 

⑥(1)地域公共交通の充実と利用促進/(2)広域交通ネットワーク拠点の充実 

基本的施策ごとの具体的な事業 
（総事業数 408 事業 うち、新規 18事業、重点 86 事業） 

 

数値目標 

【第１章】 
・社会動態増減数： 

社会減 5人 
（過去 5 年間の実績：121 人（平

均）） 

 
・ＵＩターン者数：100 人 
（Ｈ30年度実績：51人） 

【第２章】 
・出生数：720 人 

（過去 5 年間の実績：684 人（平

均）） 

 

・健康寿命： 
男性 81 歳、女性 85歳 

（Ｈ30年度実績： 

男性 79.70 歳 女性 84.03歳） 

【第３章】 
・コミュニティセンター年間
利用者数：450,000 人 
（Ｈ30年度の実績：430,930人） 

 
・市立図書館年間来館者数：
480,000 人 
（Ｈ30年度実績：461,682人） 

【第４章】 
・クリーンキャンペーン参加
者数：10,000 人 
（Ｈ30年度の実績：9,526人） 

【第５章】 
・製造品出荷額等：3,100億円 
（Ｈ30年度の実績：2,878億円） 

 
・観光客入込客数：600万人 
（Ｈ30年度の実績：523万人） 

【第６章】 
・人口集中地区の人口密度：
4,000 人/㎢ 
（Ｈ27年度の実績：3,934人/

㎢） 

 

基本構想 
（６つの施策分野） 

第１章  
みんなで未来につなぐ
まちづくり 
【共生・協働】 

第６章  
安全で快適な暮らしを
支えるまちづくり 
【都市基盤】 

第５章  
地域資源を活かし活力
に満ちたまちづくり
【産業】 

第４章  
自然と共生できるまち
づくり 
【環境】 

第３章  
学ぶ意欲を支えるまち
づくり 
【教育】 

第２章  
互いに思いやり支え合
うまちづくり 
【福祉】 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

構成：「基本構想」・・・めざすべき将来像 

「基本計画」・・・基本的施策の方向性等 

      

   ⇒具体的な取組み 「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
坂井市総合計画 
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○福祉保健総合計画 

○食育推進計画 

○次世代育成推進計画 

○環境基本計画 

     など 

坂

井

市

各

種

計

画 

整合性 

第二次 坂井市総合計画の策定について 

 

 

福井県教育振興基本計画 

（改訂版策定中 R2～6） 

   

連携 



資料ＮＯ１

　〇主要施策 担当課

1 幼児教育の推進 学校教育課

　〇主要施策 担当課

1 確かな学力を育む教育の推進 教育総務課

2 豊かな心を育む教育の推進 学校教育課

3 健やかな体を育む教育の推進

4 社会の変化に対応した教育の推進

5

6 特別支援教育の推進

7 教職員の資質向上

8 社会の変化等に対応した学校施設等の整備

　〇主要施策 担当課

1 時代を担う青少年の健全育成

2

課題及び次期計画への展開

幼保一元化を図ったが、幼児教育と保育の考え方が従前のままの
認識であることが課題であり、次期計画では本項目は削除。

課題及び次期計画への展開

成　果

①非行行為の検挙数や愛護センターによる補導件数は年々減少傾
向にある。また合宿通学、わんぱく少年団、子ども会活動事業により
子どもの豊かな共生力を育み、国際交流事業では国際力ある人材
の育成に努めた。
②家庭教育支援員は子どもとの対話や保護者の相談を受け、不安
軽減を図りながら、家庭教育の向上に努めた。

坂井市教育振興基本計画　主な成果と課題・今後の展開
　　　　　　　　　　　    　平成２３年度～令和２年度

成　果

課題及び次期計画への展開

平成２８年４月から市内全域で幼保一元化を始め、子育て支援課に
おいて、各種施策を実施。

成　果

教育総合会議
令和2年1月28日

【教育総務課】
④小中学校のＩＣＴを活用した情報環境整備に努めた。
⑧小中学校施設の耐震化は平成27年度までに完了。
　以前の改修から20年以上経過している学校について、大規模改造
　工事を実施（小学校3校、中学校5校）
【学校教育課】
①坂井市独自の学力調査を実施し、その結果をもとにした授業改善
を図った。
②適応指導教室の機能再編を図り、情報の共有化、支援体制の充
実を図った。
③各学校において、児童生徒の変化を注意深く観察、部活動指導
員の配置、地場産物を給食に積極的に取り入れた。
⑤地域の自然・歴史・文化に触れる活動や地域の人たちとの交流を
進め、児童生徒にとって楽しい学校づくりに努めた
⑥気がかりな児童生徒への対応として、学級支援員を配置した。
⑦事務処理の効率化、学校閉鎖日の設定など、教職員の業務負担
の軽減を図ることにより、児童生徒と向き合う時間を増やすように努
めた。

【教育総務課】
④ＩＣＴ機器の整備について、パソコン室にデスクトップ型パソコン
他、全校で250台程度のタブレット端末を配備しているが、国では、1
人1台のタブレット端末等整備が望ましいと方針を打ち出しているた
め、整備計画を策定する。
⑧大規模改造工事については、老朽化トイレの洋式化を含めて令和
8年度まで実施予定しているが、国交付金1/3及び合併特例債など
の優良な起債活用が必要。
【学校教育課】
①学習指導要領が新しくなることへの対応
②不登校の児童生徒への対応
③部活動の取扱い
⑤地域の人材や各種団体との連携
⑥通常学級において気がかりな児童生徒への対応
⑦教員の多忙化解消に向けた対応

　３ 青少年の健全育成

地域の特性を生かした魅力ある学校
づくり

生涯学習
スポーツ課

　1 就学前教育の充実

　２ 義務教育の充実

地域を取り込んだ合宿通学の運営や子ども会活動への参加・参画
数の増を図る。また、家庭教育支援では支援員の研鑽と技能向上と
して外部機関との研修会等を実施する。

子どものための家庭及び地域における
教育力の向上



ＮＯ２

　４ 生涯学習の充実

　〇主要施策 担当課

1 社会情勢に対応した生涯学習の推進

2 活力ある地域づくりの推進

3 図書館運営の充実 図書館

　〇主要施策 担当課

1 芸術・文化活動の支援・充実

2 芸術・文化施設の充実

　〇主要施策 担当課

1 郷土の歴史を尊重する心の育成

2 文化財の保護・調査と施設の充実

課題及び次期計画への展開

実　績

実　績　５ 芸術文化の振興
【文化課】
①各種文化団体の活動に対する支援、活動発表の機会となるイベ
ントや会場の提供に努めた。また、指定管理者と連携を図り、ホール
を利用した文化芸術公演の開催や、子どもたちが学校で芸術鑑賞を
体験できる、巡回公演事業の普及に努めた。
②H29年11月、旧みくに文化未来館のホール機能を「みくに市民セン
ター」に移転、開館した。
【みくに龍翔館】
①ONOメモリアルでは、芸術分野における若い人材の発掘・育成を
目的に隔年で「北陸三県高校生現代アートビエンナーレ」を実施し
た。また「こどもが描く“ふるさと坂井”絵画展」を毎年実施し、市内小
学生の郷土を愛する心と絵画的センスの育成を図った。

　６ 歴史的資源の継承と活用

【生涯学習スポーツ課】
①H27に公民館はコミセンに移行し、R1には全てのコミセンの耐震改
修工事が完了した。交流や憩いのスペースを設置する等住民の学
びとふれ合いを創出できる。
②まちづくり協議会による住民の自主的・主体的な地域活動のもと
協働のまちづくりを推進している。
【図書館】
③くらしや仕事などに役立つ資料や情報の収集、整備保存に努めた
「ブックスタート事業」や「おはなし会」を通し、子どもの読書普及活動
を推進した

【文化課・丸岡城国宝化推進室】
②文化財を保存していくための活動に対し支援するとともに、文化財
保護に対する周知や啓発に努めた。H27年9月には丸岡城国宝化推
進室を設置し、専門家の助言のもと丸岡城の国宝化に向けた調査
研究を進めてきた。その成果報告となる「丸岡城シンポジウム」を
R1.11月に開催し、丸岡城の実態を広く公開した。また、R元年度から
天守の保全を図ることを目的とした耐震診断を実施
【みくに龍翔館】
①②
日本遺産に認定された三国湊をはじめ、市の歴史文化に関する企
画展や講座等を実施した。また、市内外から古文書等の資料数千
点を収集・整理・調査し、展示等で活用を図った。
また、老朽化した施設を改修するとともに、市全体の歴史・文化遺産
を対象とする展示・収蔵内容へ再編するため、平成27年度よりリ
ニューアル事業に着手。これまでに11回の検討委員会で協議を重
ね、基本構想と基本計画を策定した。

文化課

課題及び次期計画への展開

【生涯学習スポーツ課】
①②まちづくりに繋がるコミセン講座を開催する等、まち協だけでなく
個人やグループが個々の能力を発揮しながら地域活動ができるよう
支援を図る。
【図書館】
③図書館では、少子高齢化が進む社会の中、多様化するニーズに
対応し、情報サービスの高度化を図っていくことが必要

【文化課】
②文化の森・YURI文化情報交流館の吊天井耐震化をメインに、老
朽化した設備の改修等大規模改修工事を令和2年度に実施し、より
安全に親しまれる施設整備を図る。

【みくに龍翔館】
①ONOメモリアルの事業運営体制を整え、隔年開催の高校生現代
アートビエンナーレをはじめとした現代美術等の企画・育成事業を実
施していく。

生涯学習
スポーツ課

文化課

成　果



ＮＯ３

　〇主要施策 担当課

1 生涯スポーツの推進

2 競技スポーツの振興

【メ　モ】

生涯学習
スポーツ課

　７ 生涯スポーツのまちづくり 実　績

課題及び次期計画への展開

課題及び次期計画への展開

国体のレガシー事業も加えて、生涯スポーツの推進と競技力
向上を図るとともに、かつスポーツツーリズムによる観光誘致
やインバウンドにも着目し、Ｒ3年度のワールドマスターズゲー
ムズ開催等スポーツによるまちづくりを図っていく。

【文化課・丸岡城国宝化推進室】
①歴史・文化を活かしたまちづくりを推進していくため、文化財
の保存・活用に関する総合的な計画「坂井市文化財保存活用
地域計画」の作成に取り組む（令和元年度～3年度末完了）
　また、丸岡城の調査研究成果についてまとめた冊子や資料
集の発行および研究成果の内容を広く市内外にアピールして
いくとともに、引き続き天守の耐震診断に取り組み、診断結果
に基づき、耐震補強プラン・工事を検討していく。
【みくに龍翔館】
①②みくに龍翔館リニューアルについて、令和２年度で設計、
令和3・4年度で改修工事を行い、令和5年のリニューアルオー
プンをめざす。建築・設備及び展示の大規模改修となるため、
国交付金及び合併特例債などの優良な起債活用が必要。リ
ニューアル後の博物館運営についても検討・準備を進め、市
の歴史・文化遺産の保存活用拠点施設として機能充実を図
る。

①古城マラソンや市民スポーツ祭は市民参加型として定着し
ている。また、スポーツ推進委員によるニュースポーツの教室
等の実施により気軽に取り組めるスポーツの普及を図った。
②H30福井国体の成功は生涯スポーツの機運上昇に繋がっ
ている。また、市スポーツ協会に所属する種目協会では独自
の強化事業により成果を上げている。


